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別記 

標 準 作 業 書 

１ 献立作成及び食事調査 

⑴ 献立作成 

ア 受注者は、発注者の作成した約束食事箋栄養基準及び基本献立に基づき予定献立を作成し、

発注者が指定する日までに提出し、承認を得ること。また、予定献立提出後の変更については、

速やかに発注者に変更内容を書面で報告し承認を得ること。 

  イ 基本献立は発注者の承認なく変更しないこと。 

  ウ １食あたりの品数は４品（副食３～４品）を基本とすること。 

  エ 季節の食材（魚、野菜及び果物等）及び料理に配慮した予定献立とすること。 

オ 発注者から予定献立の修正要求があった場合は、発注者と協議の上、速やかに対応し、修正

内容を書面で報告すること。 

カ 新規メニュー及び季節メニューの採用に努めることとし、料理内容又は食材については、発

注者と事前協議すること。 

⑵ 予定献立作成に当たっては、発注者の給食管理システムを用いて作成すること。 

⑶ 予定献立作成に必要な給食管理システムの各種マスタ（食品マスタ、料理マスタ、業者マスタ

等）の作成及び修正は適正に行うこと。 

⑷ 予定献立と実施献立は、発注者がやむを得ないと認める場合を除き、一致させること。 

⑸ 掲示用の週間献立表は、月曜日始まりとし、栄養量（エネルギー、たんぱく質、脂質、食塩相

当量）及び選択メニュー等を表示し、前日の日曜日夕食後に各病棟に掲示すること。 

⑹ 食事調査（嗜好調査、残食調査等） 

ア 患者の残食状況について毎食調査・記録を行い、発注者に報告すること。 

イ 発注者が実施する嗜好調査等に協力し、給食業務の改善に努めること。 

⑺ 献立表及び栄養管理に関する資料は、発注者の求めに応じ随時速やかに提出すること。 

⑻ アレルギー対応食については、使用原材料（調味料含む。）を確認すること。また、献立内容

を変更し、発注者の承認を得ること。 

⑼ 患者に提供した実施献立は給食管理システムに入力し保存すること。 

 

２ 食数管理 

⑴ 給食業務を円滑かつ正しく行うための食数を把握し管理すること。 

⑵ 受注者は、所定の時間に、発注者の電子カルテシステムの情報から給食管理システムへ食事オ

ーダーの受信を行い、患者食事情報を集計の上、帳票及び食札を出力すること。 

⑶ 食事オーダー内容について、確認及び入力修正が必要な場合には、病棟に連絡すること。また、

病棟からの問合せにも応じること。 

⑷ 食事オーダー締切時間以降に入力された食事オーダーで、電話連絡があったものについては、

可能な限り対応すること。 

⑸ 食事オーダー締切時間は、次のとおりとする。 
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区 分 朝食 昼食 夕食 

締切時間 前日 16時 10時 16時 

⑹ 受注者は、日報及び月報等を作成し、発注者に提出すること。 

⑺ 食札、帳票類の患者個人情報が記載されたものは、秘密文書として適正に取り扱うこと。秘密

文書の廃棄については、発注者の廃棄方法によることとし、毎月、数量を報告するとともに、指

定日時、場所に搬出すること。 

 

３ 給食材料の調達 

⑴ 給食材料は受注者が調達するものとし、患者給食の特性に鑑み、安心、安全な食材を納入でき

る業者を選定すること。 

⑵ 給食材料は、献立表、入院患者数及び検食数等に基づき、次の事項を踏まえ、適正な量を調達

すること。 

ア 新鮮かつ中等以上で可能な限り国内産の給食材料を購入するよう努めること。 

イ 納入が確実で、衛生的な業者を選定すること。 

ウ 非常事態等に備え、複数業者から購入すること。 

エ 米は無洗米を使用し、厨房で炊飯すること。 

オ 地産地消の観点から県内産の食材をできるだけ使用するよう努めること。 

カ 卵は生食用（サルモネラ菌低減処理済）を使用すること。 

キ 魚介類については、鮮魚をできるだけ使用するよう努めること。 

ク 遺伝子組み替えでない食品を購入すること。なお、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）

に定める販売禁止物は絶対に取扱ってはならない。 

ケ 濃厚流動食、栄養補助食品の使用製品は、発注者の意向を踏まえること。 

コ 病棟・自立訓練施設設置の給茶機用の粉茶を購入し、毎日各病棟及び施設に配茶用も含め必

要量配布するとともに給茶機指定の粉茶を入れ替え、その都度給茶機の清掃を行うこと。 

⑶ 廃棄率は、原則として日本食品標準成分表の基準により求めること。 

⑷ 調理済み食品及び冷凍食品の使用並びにその産地・メーカーについては、発注者に協議及び報

告すること。また、冷凍食品は１回に使い切る量を冷蔵庫で解凍し、一度解凍した食品は再凍結

しないこと。 

 ⑸ カット野菜の使用については、発注者に協議及び報告すること。 

 ⑹ 購入した給食材料については、冷蔵庫及び冷凍庫の温度管理並びに生鮮品の鮮度劣化及び調味

料類の品質低下の防止等、在庫品管理に十分な注意を払うこと。 

 ⑺ 給食材料の品質、規格については、発注者と協議することとし、この標準作業書に照らして不

適当と認めるものについては、その改善を行うこと。 

 ⑻ 納品に際しては、数量・温度及び品質を確認の上、検収すること。なお、生鮮食品の検収に当

たっては、必要に応じ発注者が立会うものとする。 

⑼ 受注者は、給食材料の出納を明確にし、発注者の求めに応じて報告すること。 

 

４ 調理作業 

⑴ 調理は、栄養・衛生面に十分注意し、献立表及び食数表に基づき、発注者の要求する調理内容
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に適合させること。なお、調理は、食材の下処理を除き当日に行うこととし、配膳時間２時間以

内に調理開始するよう直前調理に努めること。調理後の食材で冷蔵庫に保管する場合は、ラップ

などで汚染のないようにすること。 

⑵ 調理は、予定献立の指示量を厳守し、食品の計量を行うこと。調理過程において、万一食品の

不良、量の過不足を生じた場合は、責任をもって速やかに対応すること。 

⑶ 全ての食事において、患者の摂取状況に応じ、形状（大きさ・硬さ等）、量などを調整して提

供すること。 

⑷ 果物は皮をむき、発注者の要求する大きさにカットして提供するとともに、熟したものを提供

すること。 

⑸ 嚥下障害のある患者の食事について、発注者の要求するゲル化剤・とろみ調整食品を使用し固

さの調整・加工を行うとともに、見た目や盛り付けにも配慮した食事を提供すること。市販品を

導入する場合は、食形態が適切であることを報告すること。圧力鍋の使用など調理方法に関する

要求がある場合には、これに応じること。また、市販の嚥下食の購入、使用についても発注者に

協力すること。 

⑹ 濃厚流動食について、発注者の要求がある場合には半固形化等の加工を行うこと。 

 

５ 盛付作業 

⑴ 盛付は、患者個々の盛付け指示量を厳守し、清潔なマスク、手袋を使用して衛生的に行うこと。 

⑵ 視覚的に配慮し、患者の食欲が増すよう盛り付けること。また、異物混入や食器の汚れがない

かなど確認すること。 

⑶ 盛付に使用する食器は、料理に適したものを用いることとし、自助食器にも対応すること。 

⑷ 温かい料理は配膳時に６５℃以上、冷たい料理は１０℃以下を確保するよう適温に努めること。 

なお、保温保冷配膳車内において乾燥が生じないようフードカバーをするなど適切な管理を行

うこと。 

⑸ 配膳車への食事格納が完了したときは、必ず点検を行うこと。 

⑹ 盛付技術については常に研究・工夫を怠らないこと。 

⑺ 盛付後、余った料理の保管は適切に行うこと。 

 ⑻ 通常に調理した料理は、２時間以上持ち越さないこと。 

 

６ 検食 

⑴  発注者の医師及び栄養士等の行う検食は、別表１「検食の提供について」のとおりとする。 

発注者の指定食数を所定の時間までに準備すること。また、受注者の栄養士は検食に協力す

ること。 

⑵ 検食は、患者に提供する食事と献立内容、盛り付け等が一致したものとすること。 

⑶ 検食は発注者の指定する場所及び時間に、検食簿を添え、フードカバーをして配下膳すること。 

⑷ 検食の評価は、予定献立・調理・盛付方法等に反映させること。 

７ 保存食 

⑴ 保存食は、毎食調理した全ての料理の原材料及び調理済食品を食品ごとに５０ｇ程度ずつを清

潔な容器に入れ、密封し、－２０℃以下で２週間以上保存すること。なお、原材料は、特に洗浄・
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殺菌等を行わず購入した状態で、調理済み食品は配膳後の状態で保存すること。 

⑵ 発注者が保存食の提出を求めた場合は、これに応じること。 

⑶ 保存食のリストを作成し保存すること。 

 

８ 配膳及び下膳 

⑴ 適時適温に対応するため、保温保冷配膳車を利用して温度管理を行うとともに料理の味を損な

わないように短時間での配膳に心がけること。 

⑵ 食札は、毎食全患者分を出力して食事と共に配膳すること。 

⑶ 配膳車等の運搬には、事故が起こらないよう十分な体制をとることとし、できるだけ音をたて

ないように静かに運搬すること。また、配膳車は衝突等により損傷しないよう丁寧に扱い、保管

管理すること。なお、受注者の不注意で損傷した場合は、発注者に報告すると共に受注者の責任

で修理すること。 

⑷ 配下膳時に患者に接する場合は言動に注意すること。 

⑸ 下膳時に、患者所有の食器類、病棟管理の食器具・薬箱等が混入していた場合は、速やかに当

該病棟に引き渡すこと。 

⑹ 下膳については患者の喫食に要する十分な時間を考慮し、次の⑺に定めた時間とする。万一配

膳時間が遅れた場合には、それに合わせて下膳時間も遅くすること。また、遅れ膳（下膳時に回

収できなかった膳）がある場合は、なるべく速やかに引膳するよう努めること。 

⑺ 作業時間は、概ね次表のとおりとする。 

 

⑻ 配膳については、配膳車を各病棟の所定場所まで運搬し、朝食７時４５分、昼食１２時、夕食

１８時に患者が喫食できるよう、病棟職員に引き渡すこと。さらに、下膳車を速やかに各病棟の

所定場所まで運搬すること。 

⑼ 緊急入院や食事をこぼした患者等への対応に伴う追加配膳の依頼にも速やかに応じること。 

⑽ 下膳車運搬時には、食札が落下しないように十分注意すること。 

⑾ 各病棟には残菜用容器（蓋付）を設置し回収すること。 

 

９ 衛生管理 

  衛生管理は、医療法及び同法施行規則の基準並びに食品衛生法に定める基準以上のものとし、大

量調理施設衛生管理マニュアルにより実施すること。なお、衛生管理に関する記録は、大量調理施

設衛生管理マニュアルに示す様式を参考とし、発注者に報告すること。 

⑴ 業務従事者の衛生管理 

ア 受注者は、労働安全衛生規則第４４条に基づき、採用時及び年１回以上定期的に業務従事者

の健康診断を行い、その結果について速やかに発注者に報告すること。 

区 分 調  理 配  膳 下  膳 遅れ膳 

朝 食 5:00 ～  7:35 7:35 ～  7:45 8:45 ～  9:00 10:00 

昼 食 9:00 ～ 11:50 11:50 ～ 12:00 13:10 ～ 13:40 15:00 

夕 食 14:00 ～ 17:50 17:50 ～ 18:00 19:00 ～ 19:30 20:00 
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イ 受注者は、業務従事者に対し採用時及び月１回（５月～１０月は月２回）の検便（赤痢菌・

サルモネラ属菌・腸管出血性大腸菌・ノロウィルス（１０月～３月のみ））を行い、その結果

を速やかに発注者に報告すること。 

ウ 業務従事者は、毎日作業開始前に自主健康チェックを行い、その内容を記録すること。 

エ 受注者は、業務従事者により記録された内容を確認すること。 

オ 受注者は上記ア・イ・ウ・エによる検査の結果、食品衛生上支障のある者は調理業務に従事

させてはならない。また、その家族・同居者等が次の疾患に感染した場合も（疑いのある場合

も含む。）、当該業務従事者を調理業務に従事させないこと。 

（ア）赤痢（疫痢も含む。）、腸チフス、パラチフス、コレラ等「感染症の予防及び感染症の患

者に対する医療に関する法律」（平成１０年法律第１１４号）による第 1 類感染症から第

3類感染症までの感染症、開放性結核、その他の感染症 

（イ）同法の感染症の保菌者 

（ウ）化膿性創傷、伝染性皮膚疾患 

（エ）検便による食中毒原因菌保菌者 

カ 業務従事者の自宅近辺に感染病が発生した場合は、その対応について発注者と協議すること。 

キ 身体・衣服等は常に清潔を心がけ、調理室では専用の清潔な作業衣・帽子・履物・前掛等を

着用すること。調理・配膳中は必ずマスクを着用し、必要がある場合は必ず手袋を着用するこ

と。また、外部からの視察者等が調理室に入室する際に使用する清潔な着衣・帽子・履物・手

袋・マスク等を常備すること。 

ク 配膳車運搬作業には、それぞれ専用の履物を用意すること。 

ケ 下処理室及び食器洗浄作業では、それぞれ専用の作業衣等を着用し、作業衣は毎日着替える

こと。 

コ 配膳車の運搬は、食器洗浄室専用の作業衣・履物のまま行わないこと。 

サ 爪は常に短く切り、指輪、ネックレス、ピアス等のアクセサリーは身に付けないこと。 

シ 調理室以外からの入室時のほか、特に用便後、電話使用後、食材料の下処理後、その他異な

る調理作業に取りかかる場合は、念入りに手洗いと消毒を行うこと。 

ス 調理作業中は、手指又は食器を取扱う器具で髪、鼻、口又は耳等に触れないこと。 

セ 調理室内にあっては、更衣、喫煙、休息、放屁等の不潔な行為をしないこと。また、検食は

事務室で行い、調理室内で味見以外の食事を行わないこと。 

ソ 便所は給食専用のものを使用し、水道の蛇口、ドアノブは１日３回以上清掃及び次亜塩素酸

ナトリウム等で消毒すること。また、調理作業時に使用する帽子、作業衣、作業靴のまま入ら

ないこと。 

タ 休憩等でやむを得ず施設外に出る際には、帽子、作業衣、作業靴のまま出ないこと、また入

室時には手洗いを行い、更衣すること。 

チ 業務従事者の採用時に衛生面の指導を行うこと。 

 ⑵ 食品の衛生管理 

ア 給食材料の納入に際しては検収担当者が立会い、生産地を確認し、期限表示、数量、鮮度、

包装、品温、異物混入等を点検・記録後、直ちに所定の場所に適切な管理の下で保管すること。 

イ 下処理を行う食品は、一般調理の場所と区分し、下処理室で処理すること。 
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ウ 生鮮食品は１回で使い切る量を適切な時に仕入れるようにする。 

エ 給食材料は、食材の区分ごとに保管するとともに、食材の包装の汚染を保管設備に持ち込ま

ないようにすること。 

オ 野菜、果物等加熱せずに供する場合は流水で十分洗浄し、大量調理施設衛生管理マニュアル

に準じて除菌、殺菌を行うこと。 

カ 加熱調理を行う場合は中心部が７５℃で１分以上（二枚貝等ノロウィルス汚染の恐れがある

場合は８５～９０℃で９０秒以上）又はこれと同等以上で加熱されていることを確認するとと

もに、温度と時間の記録を行うこと。 

キ 調理開始時間、調理終了時間及び調理後の食品の保管場所、時間、保管温度等を記録するこ

と。 

ク 調理後直ちに提供される食品以外の食品は、食中毒菌の繁殖を抑制するために、１０℃以下

又は６５℃以上で管理すること。 

ケ 加熱調理後、食品を冷却する場合には、食中毒菌の発育至適温度帯（約２０℃～５０℃）の

温度を可能な限り短くするため、冷却機等を用い３０分以内に中心温度を２０℃付近（又は６

０分以内に中心温度を１０℃付近）まで下げるように工夫すること。この場合、冷却開始時刻

及び冷却終了時刻を記録すること。 

コ 下処理後の食材その他の食品は、床面など不潔な場所に置かないこと。 

サ 食品による相互汚染が生じないよう分別保管すること。 

シ 油脂類は酸化を防止し、できるだけ短時間のうちに使用すること。 

ス 人工着色料及びその他の食品添加物を多量に含む食品は使用しないこと。 

セ 食品への異物（髪の毛等）の混入には十分注意し、未然に防止すること。また、万一発生し

た場合は速やかに発注者へ報告するとともに、発注者と協議の上、患者等への謝罪、原因究明、

対応策など適切に措置を行うこと。 

⑶ 施設の衛生管理 

ア 調理室、食品庫、食器洗浄コーナー等の給食関係施設は作業終了後毎回清掃し、常に整理

整頓・清潔を保つこと。 

イ 厨房施設は清潔区域と汚染区域を明確にして作業を行うこと。 

ウ 厨房施設はドライシステムとして使用すること。 

エ 壁、扉、フード、床等は常に清潔にしておくこと。 

オ 調理室の出入口及び窓は開放したまま放置しないこと。 

カ 調理室は十分な換気を行い、高温多湿を避けること。調理室は温度２５℃以下、湿度８０％

以下とすること。 

キ 使用水は始業前及び調理作業終了後に色、臭い、濁り、異物、残留塩素等（０．１㎎／Ｌ）

を毎日検査して記録すること。 

ク 厨房内の排水溝及び排水升の厨芥、残菜等は常に除去し清潔にしておくこと。 

ケ 防鼠・防虫には常に留意し、発見した場合は駆除に努め、発生状況を毎日点検するとともに

記録に残し発注者に報告すること。なお、発注者が実施する定期的な駆除について、受注者は

これに協力すること。 

コ 調理室内及び便所の手洗い設備は常に清潔に保ち、石鹸、ペーパータオル、消毒液、粘着ロ
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ーラー等を常備すること。発注者の職員が厨房入室時にもこれを使用することとする。便所の

手洗い設備も同様とする。 

サ 調理室内には関係者以外の者や動植物を入れないこと。なお、部外者を立ち入らせる場合は、

発注者の承諾を得て帽子、履物、白衣等の清潔な着衣を付けること。 

シ 調理室内、冷蔵庫、冷凍庫内にダンボールを持ち込まないこと。納品時には専用の容器に移

し替えること。 

ス 清掃状況について発注者の確認を受け、指導箇所について速やかに対応・改善を行うこと。 

セ 調理室内の温度と湿度は３か所以上で時間ごとに計測し記録すること。 

ソ 食品庫内の温度は２５℃以下に保ち、湿度は８０％以下にすること。 

タ 殺菌灯は毎日点検することとし、取り換えが必要な場合は発注者に連絡すること。 

⑷ 備品等の衛生管理 

ア 調理機器類の洗浄には無リン合成洗剤又は石鹸を適正濃度で使用し、さらに８０℃、５分以

上又はこれと同等の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ清潔に保つこと。また、洗

浄不可能な機器については適切な濃度の次亜塩素酸ナトリウム溶液やアルコール等による消

毒を行い、清潔を保つこと。なお、洗浄・消毒した調理器具等は常に所定の場所に整理整頓し

て保管すること。野菜切断機及びフードスライサーは１日１回以上分解の上、洗浄・殺菌して

乾燥させること。 

イ 冷蔵庫（室）内及び冷凍庫（室）内は常に整理整頓し、清潔にしておくこと。また、庫内温

度は冷蔵庫（室）５℃、冷凍庫（室）－２０℃で適正に管理し温度測定及び記録を行い、異常

が発生した場合は直ちに発注者に報告を行うこと。 

ウ まな板、包丁、調理器具を使用した際は、洗浄後必ずアルコール消毒などを行った後に使用

し、洗浄のみで次の作業に使用しないこと。 

エ 包丁及びまな板は、肉用、魚用、野菜用、加熱調理済み食品用、生食野菜用等の用途別・使

用場所別に区分し使用すること。また、使用後は十分洗浄し、殺菌庫に保管すること。特に、

まな板は定期的に漂白及び消毒すること。 

オ 配膳車や岡持ちは、配下膳後毎回洗浄・消毒を行い常に衛生的に管理すること。 

カ 布巾等は十分に洗浄した上、煮沸消毒を行い、乾燥させたものを使用すること。また、食品

用、機器用等用途別による使い分けを行い、衛生的な配慮を行うこと。 

キ 清掃用機材は用途別に区分して使用し、使用後は十分に洗浄、消毒、乾燥を行い、衛生的に

使用すること。また、清掃に用いる洗剤はそれぞれ正しい取扱い及び管理に努め、事故のない

よう注意すること。 

⑸ 残菜等の処理 

ア 残飯、残菜、厨芥及び紙類等の厨房内で発生するごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に基づき専門業者により処理すること。 

イ 残菜、残飯、厨芥等は十分水切りを行った後、所定の容器等に保管し、汚染及び汚臭が発生

することのないよう注意し、所定のごみ集積場に保管すること。また、ごみ集積場は、常に清

潔に保つこと。 

ウ 下膳された残菜等は衛生区域に持ち込まないこと。 

エ ごみ、残菜の分別は適正に行うこと。 
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オ 段ボール等の不用品は、速やかに所定の場所に搬出し、処理すること。 

カ 廃油は合法的な方法で処理すること。 

⑹ 納入業者の衛生管理 

ア 納入業者に対しては「給食が治療の一環」であることを認識させ、食材の取扱い及び搬入は

衛生的に行うことを常に指導すること。また、定期的に検便を行い、その結果を提出させるこ

と。 

イ 納品の際は必ず手指洗浄及び消毒を行わせ、専用の着衣、帽子、履物を着用させること。 

ウ 納入業者から原材料に関して、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者の名称及び所在地、

ロットが確認可能な情報を提出させ、報告すること。 

エ 加熱せずに喫食する食品については、乾物や摂取量が少ない食品も含め、製造加工業者の衛

生管理の体制について保健所の監視票、食品等事業者の自主管理記録票等により確認するとと

もに、製造加工業者の健康状態の確認等ノロウイルス対策を適切に行っているかを確認するこ

と。 

オ 納入業者から原材料に関して定期的に微生物及び理化学検査の結果を提出させ、報告するこ

と。審査の結果、不適当と判断した場合は、納入業者に適切な処置を講じさせること。 

 ⑺ 衛生検査 

ア 発注者との協議により、食品の細菌検査（一般生菌数、大腸菌群数、黄色ブドウ球菌）を

年６回(１回の検査につき６品目以上）定期的に行い、発注者に報告すること。 

イ 発注者との協議により、手指及び調理器具等の細菌検査（一般生菌数、大腸菌群数、黄色

ブドウ球菌）を年６回(１回の検査につき１０箇所以上）定期的に行い、発注者に報告するこ

と。 

ウ 定期的な検査以外でも必要に応じて発注者の要求する検査項目を検査し、速やかに結果を

発注者に報告すること。 

エ 食中毒の原因菌が検出された時には、すみやかに厨房内の清掃を徹底すると共に再検査を

実施し、その結果を発注者に報告すること。 

 

１０ 食器等の洗浄、消毒及び保管 

⑴ 下膳した食器等は洗浄及び消毒し、整理整頓して衛生的に保管すること。なお、消毒保管庫に

おける消毒は８５℃以上とし１０分を基準とする。 

⑵ 食器洗浄などに使用する洗剤は品名、成分等について事前に発注者の承認を得ること。洗浄後

は食器に洗剤残留がないよう注意すること。 

⑶ 食器は必要に応じて漂白処理を行い、視覚的にも美しさを保つこと。また、割れ、ひび、変色

等の見苦しいものは使用を中止し、発注者に適宜報告し更新を依頼すること。 

⑷ 食器及び食器トレイは、使用に際して正しく衛生的かつ丁寧に取り扱うこと。また、不足する

ことがないよう管理し、食器の数量について発注者から求められた場合には速やかに報告するこ

と。 

⑸ 食器消毒保管庫は常に手入れを行い、清潔にしておくこと。 

⑹ 食札ケースは汚れを落とし、破損している物は速やかに交換し、常に衛生的に管理しておくこ

と。 



リハ 

⑺ 自助食器の底の滑り止めゴムがとれた場合、発注者と協議の上、補修し使用すること。 

 

１１ 施設・設備等管理 

⑴ 給食施設内における電気、ガス及び水道の使用後並びに出入口などの施錠は、施設安全点検表

により安全を確認し、記録保管すること。また、節電・節水等に努めること。 

⑵ 施設の破損及び貸与している給食備品等の損傷等が発生した場合は、速やかに発注者に書面で

報告すること。 

⑶ 調理用機器等の主要な設備は、その取扱要領を業務従事者によく説明し、故障事故等の起こら

ないよう保守管理に努めること。 

⑷ 操作ミスによる貸与している給食備品等の損傷及び施設の破損は、速やかに発注者に書面で報

告し、受注者の負担により修理すること。 

⑸ 調理用の機器・器具については、個々にその取扱要領を作成の上、指導又は掲示・供覧し、操

作ミスによる機器の損傷又は作業事故の防止に努めること。 

 ⑹ 調理用機器の故障により業務の進行が遅延することのないようあらかじめメンテナンス業者

の連絡先一覧表を常備しておくこと。また、故障した場合は速やかに発注者に報告すること。 

 ⑺ 受注者は、発注者が取り組む省エネ等の環境への負荷の低減に最大限協力すること。 

⑻ 給食管理システムやプリンター等を適切に使用するものとし、プログラム修正等のメンテナン

ス時に円滑な作業ができるよう協力すること。 

 

１２ 患者サービスの向上 

⑴ 行事食 

受注者は、全喫食者を対象に発注者の指定した日の朝・昼・夕食のいずれか又は全部について、

発注者と協議の上で行事食の献立を作成し、当日はメッセージカードを添えて食事を提供するこ

と。行事食は、別表２「行事食」を参考とすること。提供した食事は写真撮影し、カードと共に

保存したものを発注者に提出すること。 

⑵ 誕生日食 

    全入院患者を対象に、誕生日の夕食にはメッセージカードを添えた食事を提供すること。誕生

日食の内容については、発注者と協議すること。 

 ⑶ 選択メニュー制 

ア 発注者の指定した日（月１回）の夕食時に２種類のセットメニューからの選択を行う。 

イ 選択メニューの内容及び対象者等は発注者と協議して決定すること。 

ウ 選択食申込票を配布・回収し、給食管理システムに結果を入力及び集計すること。 

エ 選択メニューの献立内容については、料理の組み合わせに配慮し、新規料理、季節料理など

を取り入れ変化をつけること。 

 

１３ 個別対応食 

受注者は、次の患者に対する食事として、患者の希望を取り入れた食事を提供すること。発注

者の要請により病床訪問に同行し献立内容等に配慮すること。 

ア 約束食事箋以外の指示栄養基準による食事の提供 
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イ アレルギーや嗜好、宗教上の理由等による禁止食への対応 

ウ 末期ガン患者への対応 

エ 化学療法、放射線療法等による食欲不振患者への対応 

オ ＮＳＴ対象患者への対応 

カ 嗜好等により食べられない患者に対する代替食及び付加食の提供 

 

１４ 業務管理 

受注者は、次の業務従事者名簿、勤務表及び業務分担表を作成し、発注者に提出し、確認を受

けること。また、業務従事者に勤務表及び業務分担表を十分確認させ、業務に不都合が生じるこ

とがないよう業務管理すること。 

⑴ 業務従事者名簿 

住所・氏名・生年月日・経歴を記載した業務従事者名簿を作成し、次の書類を添付すること。 

ア 写真 

イ 健康診断書 

ウ 業務に関する資格者証（写し） 

エ  受注者との雇用関係を証明する書類 

オ 患者給食受託責任者資格認定講習会の修了証（有効期限内のもの）の写し 

カ 継続して患者給食業務に携わったことを証明する書類（必要年数は基本仕様書のとお

り） 

⑵ 勤務表 

あらかじめ作業計画書により勤務割表を作成すること。 

⑶ 業務分担表 

あらかじめ従業員ごとの業務分担表を作成すること。 

 

１５ 安全管理 

   適正に患者給食を提供するために必要なチェックを行うこと。 

 ⑴ 食札・調理作業表出力時のチェック 

ア 食札・調理作業表の修正は、管理栄養士又は栄養士が必ず行うこと。 

イ コメント付患者については、その患者の基本献立にコメントを加味して献立を変更し、献立

を食札に印刷する。さらに、食札記載献立とコメントが一致しているか厳重にチェックするこ

と。 

⑵ 調理作業時のチェック 

ア 調理作業時に食札・調理作業表に不審な点及び誤りがある場合は、必ず管理栄養士又は栄養

士に報告・確認をした上で献立を変更すること。 

イ 報告を受けた管理栄養士又は栄養士は、同じ食種やコメントを持つ患者もチェックし、必要

に応じて献立を変更すること。 

⑶ 配膳完了時のチェック 

  ア 管理栄養士又は栄養士から検査員を指定し、配膳完了時にチェックを行うこと。 

イ 検査員は、献立名に基づいた検査を行うものとする。特に、コメント付患者については、コ
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メントと配膳された実際の料理が一致しているかを必ず照合すること。 

  ウ 検査員は、配膳点検終了後に配膳チェック表にサインすること。 

  エ アレルギーコメントについては、アレルギー対応表に沿った対応とし、代替料理指示内容及

び配膳時のチェックを厳重に行うこと。 

 

１６ 感染症対策 

ノロウィルスやインフルエンザ等の感染症が発生した場合、又は予防が必要な場合、発注者の

「院内感染対策マニュアル」等に準じ、感染予防や感染拡大防止を図ること。 

 

１７ ＮＳＴ・栄養管理委員会及び関係会議等への参加等 

発注者が必要と認めた場合、受注者はＮＳＴ・栄養管理委員会等へ出席及び必要な資料を提出

すること。また、受注者は当該委員会等において得た情報のうち、業務内容の指導・改善等に関

する必要な連絡事項は、受注者の業務従事者に周知、徹底すること。 

 

１８ 教育・研修 

⑴ 初任者研修の実施 

受注者は業務従事者のうち、特に初任者に対して業務の実務について必要な教育研修を実施し、

その結果を発注者に報告すること。 

⑵ 業務従事者の教育・研修計画 

受注者は業務従事者に対し、入院時食事療養の質を高める技術の向上、衛生管理、患者サービ

スの改善等に関する教育研修について、あらかじめ計画を立てて定期的に実施し、その結果を

発注者に報告すること。また、部外で行われる学習会、研修会等に積極的に参加させること。 

⑶   毎日の朝礼及び週１回以上のミーティングを開催するものとし、各部門での協議を十分に行い

業務改善に努めること。なお、その内容は記録に残すこと。 

⑷  受注者は、業務従事者に名札を着用させるとともに、接遇研修を実施すること。 

⑸   受注者は、業務従事者に対し病院敷地内における禁煙を遵守させるとともに、広島市ポイ捨て

等の防止に関する条例により、周辺地域において喫煙等の美観を害する行為等を防止するよう意

識の啓発に努めること。 

 

１９ 緊急時の対応 

⑴ 火災等非常事態が発生した場合は、直ちに必要な業務体制をとること。 

⑵ 停電等による電子カルテシステム及び給食管理システムダウンに備え、直近の食事情報による

帳票類等を常に保管すること。また、業務に支障の生じないよう業務工程を工夫すること。 

⑶ その他特別な理由のため、この標準作業書により難い事態が生じた場合は速やかに発注者に報

告し、協議の上、業務に支障のない措置を講じること。 

⑷ 受注者は予め発注者と協議し、「緊急対応マニュアル」を作成し、発注者に提出すること。有

事の際にはこのマニュアルに基づいて対応すること。 

⑸ 受注者は食中毒事故が発生した場合には「食中毒発生時の対応」に沿って対応すること。 

⑹ 食中毒の発生等の緊急時においても患者給食の提供ができるよう、その体制をあらかじめ構築
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し、発注者に報告すること。 

⑺ 受注者は、大規模災害の発生に備え、別表３に記載する非常時用備蓄食料及び飲料水を３日分

用意し、発注者が指定した場所へ保管すること。非常時用備蓄食料は、賞味期限までには更新し、

発注者に報告すること。また、非常時用備蓄食料の内容及び数量の変更について、発注者から要

求があった場合には、これに応じること。この非常時用備蓄食料の提供が必要になった時には、

発注者と協議し、各病棟へ配布すること。 

 

２０ 実習生及び見学者への食事提供 

⑴ 発注者が栄養士・管理栄養士の臨地実習生を受け入れる場合には、受注者は実習生への指導に

協力すること。 

⑵ 実習生及び見学者の食事提供について、発注者からの要請を受けた場合は、発注者と受注者協

議の上、必要な食事の提供を行うこと。この場合、検食１食として取り扱うものとする。 

 

２１ 栄養指導等への対応 

⑴  受注者は、調理実習等で使用する食材について、発注者の要請により用意すること。この場

合、入院患者以外の者に要した経費は発注者が負担するものとする。 

⑵  発注者から入院患者への食事摂取状況の確認等のための病床訪問への同行を求められたと

きは、これに応じるものとする。 

⑶   職員研修等により食事の提供を発注者が要求した場合は、協議の上で食事の提供を行うこと。

この場合、検食１食として取り扱うものとする。 

 

２２ 実施計画書・実施報告書 

⑴  業務実施計画書の提出 

広島市立病院機構委託契約約款第６条に定める実施計画書は作業計画書とし、受注者は１日

当たりの作業計画を記載したものを契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を受けなければ

ならない。 

⑵  実施報告書 

広島市立病院機構委託契約約款第１２条に定める実施報告書は月間報告書とし、翌月の１０

日（ただし、３月分については、３月３１日）までに発注者に提出すること。 

⑶  書類の保管・管理 

受注者の作成する各帳票・書類等は適正に保管すること。なお、発注者の求めがあった場合

は速やかに提出すること。 

 ⑷ インシデント、アクシデントの記録・報告 

  ア 誤配膳・異物混入等インシデント、アクシデントが発生した時は、発生した日時、病棟、患

者名、食種、インシデント・アクシデントの内容及び対応内容を記録し、速やかに発注者に書

面により再発防止策を添えて報告すること。 

  イ 受注者は、インシデント・アクシデントレポートを作成すること。 

⑸ 受注者は次の書類を、契約締結後速やかに発注者に提出すること。 

  ア 食中毒の発生等における患者給食の提供体制がわかる書類 



リハ 

  イ 設備などの借用書 

  ウ 使用する洗剤等のリストと製品安全データ 

  エ 緊急対応マニュアルと連絡網 

  オ 従事者研修計画書 

  カ 食品等の細菌検査計画表 

  キ 標準作業手順書 

 

２３ 協議事項等 

この標準作業書に定めのない事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

また、受注者は業務全般にわたり、誠意と責任をもって業務を履行すること。 


